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水際措置の見直しについて 

 

 

 

 12月 30日以降、以下の臨時的な措置を講じる。 

 

１．中国（香港・マカオを除く）に渡航歴（７日以内）のある全ての

入国者に入国時検査を実施する。また、中国（香港・マカオを除

く）からの直行便での入国者については全員入国時検査を実施す

る。 

 

２．中国（香港・マカオを含む）と日本の間の直行旅客便について

は、到着空港を成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際

空港の４空港に限定し、増便を行わないよう、関係する航空会社に

対して要請する。 

 

（以上） 


